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く らし や家のこと の記録く らし や家のこと の記録

●  被害にあったあと も日常生活は続きますが、 時期や家族構成によって、 必要な

手続や制度、 その相談先や窓口もさ まざまです。

●  いつ、 どこで、 どのよう なやり 取り や手続をし たのか、 今後何をし なければな

ら ないのか、 記録ページに書いていきましょ う 。

お金

家計

被害にあう と 、 思いも よら ない支出の増加、 休職・ 退職による

収入の減少により 、 生活が苦しく なること があります。

● 東京都による見舞金給付をはじ めとし た経済的支援、 警察に

よる犯罪被害給付制度があります。
● また、 区市町村などでは、 各種手当、 年金、 貸付金、 保険な

どの制度もあります。

し ごと

学校

被害にあったこと による精神的なショ ッ ク、 通院、 捜査や裁判

の対応などにより 、 仕事になかなか戻れない、 仕事を やめる、

学校に通う こと がつらい、 と いった状況になってし まう こと があ

ります。

● 職場によっては被害回復のための休暇制度があります。 また、

再び仕事をし たいときは就職先について相談する窓口も ありま

す。
● 学校のこと は、 通っている学校（ 担任の先生、 スクールカウン

セラー、保健室の先生） や教育委員会に早めに相談しましょ う 。

く ら し

生活

家事、 育児、 介護など、 生活においてもこれまでどおりにできな

く なること があります。

● 区市町村や地域の社会福祉協議会などで、 さ まざまな生活支

援サービスを受けること ができます。

住まい

ご自宅やその近く で被害にあう と 、 そのまま自宅に住み続けら

れなく なること があります。

● 一時的にホテルなどに泊まったり 別の住居へ引っ越し たり する

場合の費用について、 支援を受けること ができます。

※経済的支援や生活支援サービ スを 受けるためには、 それぞれの制度ごと に

条件があり ます。 詳しく は、 33 ～ 47 ページをご 確認く ださ い。
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